
納付期限　３月31日㈮ 国民健康保険料第10期、後期高齢者医療保険料第９期の普通徴収　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

４
月
か
ら
市
税
の
納
付
方
法

が
増
え
ま
す

　

納
付
書
に
ｅ
Ｌ
マ
ー
ク
が
あ
れ
ば
、

「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」
や
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
24
時
間

い
つ
で
も
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

対
象
税
目

◦
市
・
府
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

◦
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

◦
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

新
た
な
納
付
方
法

◦
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
…
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
な
ど

◦
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
…

「
ｅ
Ｌ
︲
Ｑ
Ｒ
」（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

を
直
接
読
み
取
り

※
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
は
３
月
１

日
か
ら
公
開
予
定
。
詳
し
く
は
サ

イ
ト
参
照

３
月
か
ら
公
金
受
取
口
座
を
利
用
し
た

市
税
の
還
付
が
始
ま
り
ま
す

　

３
月
以
降
に
送
付
す
る
市
税
の
還

付
通
知
書
が
対
象
で
、
公
金
受
取
口

座
の
登
録
が
お
済
み
の
人
は
、
同
封

書
類
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
請
す
る

と
公
金
受
取
口
座
を
還
付
金
受
取
口

座
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
公
金
受
取
口
座
登
録
制
度

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
預
貯
金
口
座
の

情
報
を
事
前
に
登
録
す
る
と
申
請
書

へ
の
口
座
情
報
の
記
載
や
行
政
機
関

で
の
口
座
情
報
の
確
認
作
業
な
ど
が

不
要
に
な
る
制
度
で
す
。

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

５
年
度
（
４
年
中
所
得
）
市
・
府

民
税
の
申
告
は
３
月
15
日
㈬
ま
で

　

市
役
所
で
は
税
務
署
分
の
確
定
申

告
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
門

真
税
務
署
の
申
告
会
場
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

と
き

　

３
月
15
日
㈬
ま
で
の
平
日

　

午
前
９
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
５
時

※
混
雑
を
避
け
る
た
め
申
告
期
間
は

個
別
に
指
定

と
こ
ろ

　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人

　

５
年
１
月
１
日
現
在
、
市
在
住
の

人
※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
４
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
31
万
円
以
下
の
人

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
45
万
円

◦
税
務
署
に
確
定
申
告
す
る
人

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
な

ど
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
、
障
が
い

者
手
帳
な
ど
）
、
個
人
番
号
確
認

書
類
（
通
知
カ
ー
ド
）
、
公
的
年

金
ま
た
は
給
与
の
源
泉
徴
収
票
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

申
告
方
法

　

直
接
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

※
感
染
症
対
策
の
た
め
、
で
き
る
限

　

り
郵
送

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

◆
申
告
期
限
後
の
申
告

　

申
告
期
限
後
に
、
市
・
府
民
税
ま

た
は
所
得
税
の
申
告
を
し
た
場
合
、

個
人
市
・
府
民
税
の
税
額
決
定
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
課

税
（
所
得
）
証
明
書
に
つ
い
て
も
発

行
時
期
が
遅
れ
る
場
合
や
申
告
内
容

の
反
映
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

３
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

次
の
各
地
域
の
一
部

　

桑
才
町
、
ひ
え
島
町
、
三
ツ
島
１

～
６
丁
目

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者　

㈱
星
和
管
工

　

千
石
西
町
15
︲
６

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

費
用

　

無
料

　

市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定

日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

産
前
産
後
期
間
の
免
除
期
間
は
保

険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
年
金

受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

対
象

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以

降
の
人

届
出
時
期

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
届

出
可

持
ち
物

　

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な
ど
の
本

人
確
認
書
類
、
母
子
健
康
手
帳
な

ど
出
産
予
定
日
が
確
認
で
き
る
も

の
※
出
産
後
な
ど
出
産
の
事
実
を
市
役

所
で
確
認
で
き
る
と
き
は
、
母
子

健
康
手
帳
は
不
要

届
出
方
法

　

届
出
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
届
出
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
。

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可

届
出
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

国
民
年
金
基
金
の
ご
あ
ん
な
い

　

国
民
年
金
基
金
は
、
安
心
し
て
老

後
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
、
国
民
年
金

に
上
乗
せ
し
て
加
入
で
き
る
公
的
な

年
金
制
度
で
す
。

　

掛
金
、
受
給
額
は
給
付
の
型
、
加

入
口
数
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

対
象

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
、
60

歳
～
64
歳
の
人
ま
た
は
海
外
居
住

者
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て

い
る
人

※
国
民
年
金
保
険
料
を
免
除
・
納
付

猶
予
さ
れ
て
い
る
人
は
加
入
不
可

※
掛
金
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

※
付
加
年
金
と
国
民
年
金
基
金
の
同

時
加
入
は
不
可

問
合
先

　

全
国
国
民
年
金
基
金
大
阪
支
部

　

☎
０
１
２
０（
６
５
）４
１
９
２

市
人
権
講
座「
と
も
に
生
き
る
」

多
様
な
性
～
子
ど
も
た
ち
の
性

を
人
権
の
視
点
か
ら
考
え
る
～

と
き　

３
月
16
日
㈭

　

午
後
２
時
～
４
時

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ
り

講
師　

北
野
真
由
美

対
象　

市
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込
み

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
記
入

し
て
送
信

申
込
・
問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

交
通
渋
滞
発
生
に
と
も
な
う

ご
み
の
収
集
時
間
へ
の
影
響

　

大
型
商
業
施
設
開
業
に
と
も
な
い
、

交
通
渋
滞
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
収
集

ル
ー
ト
変
更
な
ど
に
よ
り
、
収
集
時

間
が
大
幅
に
前
後
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
収
集
後
に
出
さ
れ
た
ご
み

は
回
収
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
午
前
９

時
ま
で
に
必
ず
お
出
し
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
０
４
８

原
付
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど
の

名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き
は

３
月
31
日
㈮
ま
で

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２

日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続

き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税

さ
れ
、
払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

手
続
き
が
必
要
な
場
合

◦
譲
渡
（
名
義
変
更
）
し
た

◦
盗
難
や
解
体
な
ど
で
車
両
が
な
く

な
っ
た

◦
転
出
な
ど
で
定
置
場
が
変
わ
っ
た

※
住
民
票
の
異
動
と
は
別
に
申
告
が

　

必
要

◦
所
有
者
が
死
亡
し
た

市
役
所
で
手
続
き
可
能
な
車
種

◦
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
CC
以

下
）

◦
小
型
特
殊
自
動
車

◦
ミ
ニ
カ
ー

手
続
き
に
必
要
な
物

　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
申
告
済
証
、

本
人
確
認
書
類

※
代
理
人
申
請
の
場
合
は
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類

※
市
内
で
譲
渡
し
た
場
合
は
双
方
の

氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
が
必
要

※
盗
難
に
遭
っ
た
場
合
は
警
察
へ
盗

難
届
を
提
出
後
、
必
ず
市
役
所
で

も
手
続
き
が
必
要

※
申
告
済
証
を
紛
失
し
た
場
合
は
車

台
番
号
の
石
ず
り
が
必
要

申
請
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

◆
そ
の
ほ
か
の
車
種

軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
高
槻
支
所

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
︲
20
︲
１
）

　

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
８
４
１

軽
二
輪
（
１
２
５
CC
超
）
、
二
輪
の

小
型
自
動
車
（
２
５
０
CC
超
）

　

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
︲
１
）

　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
５
８

　悩みを抱えている人は一人で
悩まず、専門の相談機関に相談
してください。また、身近な人
の悩みに気づいた時は悩みに耳
を傾けて、専門家への相談をす
すめましょう。

◆こころの健康チェックリスト
□疲れているのに眠れない日が
２週間以上続いている
□食欲がなく体重が減っている
□だるくて意欲がわかない
□原因不明の体調不良が続く
問合先　福祉政策課
　☎０６(６９０２)６０９３

３月は「自殺対策強化月間」
～ひとりで悩まず相談を～

詳しくは
こちら

相談機関 受付時間
こころの健康相談統一ダイヤル
　☎０５７０(０６４)５５６

３月１日㈬午前９時30分～３月31日㈮
午後５時は24時間体制で受付

大阪府こころのほっとライン～新型コロナ専用～
※右上のQRコードからLINEで友だち登録

水・土・日曜日
午後５時30分～10時30分
（受付は午後10時まで）

こころの電話相談
　☎０６(６６０７)８８１４

平日午前９時30分～午後５時
※�水曜日は若者専用相談（わかぼちダ
イヤル）として受付

大阪府守口保健所精神保健福祉相談
　☎０６(６９９３)３１３３ 平日午前９時～午後５時45分

大阪府妊産婦こころの相談センター
　☎０７２５(５７)５２２５ 平日午前10時～午後４時

大阪府こころの健康総合センター
自死遺族相談（予約制）
　☎０６(６６９１)２８１８

平日午前９時～午後５時45分
※�相談時に「自死遺族相談」と伝えて
ください

新型コロナこころのフリーダイヤル
　☎０１２０(０１７)５５６ 365日午前９時30分～午後５時

関西いのちの電話　☎０６(６３０９)１１２１ 24時間365日受付
大阪自殺防止センター　☎０６(６２６０)４３４３ 金曜日午後１時～日曜日午後10時

こころの救急箱　☎０６(６９４２)９０９０ ◦月曜日午後７時～火曜日午前３時
◦木曜日・土曜日午後７時～10時

自殺予防いのちの電話　☎０１２０(７８３)５５６ 365日午後４時～９時
※毎月10日は午前８時～11日午前８時

申込フォームは
こちら

大阪府
こころの
ホットライン

悩みの相談
窓口一覧

税

金

環

境

年

金

上
下
水
道

人

権

4広報かどま　令和５年（2023年）３月号


